
 

   社会福祉法人等が行う社会福祉施設整備等の契約に関する指導実施要綱 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会

福祉施設に対する指導監督の徹底について」(平成１３年７月２３日雇児発第４８８

号、社援発第１２７５号、老発第２７４号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、

社会・援護局長、老健局長連名通知)に基づき、社会福祉法人等及び法人化されて

いない整備主体(以下｢法人等｣という。)が、相模原市から施設整備費又は設備

整備費の助成を受けて当該法人等の施設又は設備を整備する場合の契約を適

正に執行するために必要な事項を定めるものとする。 

(指導対象) 

第２条 この要綱による指導の対象は、法人等が、相模原市から助成を受けて当該

法人等の施設又は設備を整備する場合の契約とする。 

(契約締結方法) 

第３条 法人等の契約締結方法は、原則として一般競争入札とする。この場合にお

いて、一般競争入札に条件を付することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合で、一般競争入

札に付することが適当でないと認められるときは、指名競争入札とすることがで

きる。 

（１）予定価格が１,０００万円未満のとき。 

（２）契約の性質又は目的が一般競争入札に適さないとき。 

（３）契約の性質又は目的により、競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付す

る必要がないと認められる程度に少数であるとき。 

（４）一般競争入札に付することが不利と認められるとき。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合で、一般競争

入札又は指名競争入札に付することが適当でないと認められるときは、随意契約

とすることができる。 

（１）請負その他の契約でその予定価格が別表１に定める区分に応じ同表右欄に定

める上限額を超えないとき。 

（２）契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 

（３）競争入札に付することが不利と認められるとき。 

（４）時価に比して有利な価格等で契約を締結することができる見込みのあると 



 

き。 

（５）競争入札に付して入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいな

いとき。 

（６）落札者が契約を締結しないとき。 

４ 前項第５号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除

くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更するこ

とができない。 

５ 第３項第６号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを

行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた

条件を変更することができない。 

６ 前２項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することがで

きるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結するこ

とができる。 

(契約締結方法の決定) 

第４条 法人等は、契約締結方法の決定に当たっては、理事会又は法人設立準備委

員会等(以下「理事会等」という。)において、次の事項について議決を行うもの

とする。 

（１）契約締結方法 

（２）一般競争入札の場合には、公告事項、公告方法及び公告期日 

（３）指名競争入札の場合には、指名競争入札の理由及び入札参加候補者 

（４）随意契約の場合には、随意契約の理由及び見積徴収業者 

（５）予定価格の設定方法 

（６）入札予定日時、入札予定場所及び入札立会予定者 

（７）入札結果公表方法 

２ 法人等は、理事会等開催後、前項各号に掲げる事項についての議決内容を明記

した議事録を作成するものとする。 

(入札参加資格) 

第５条 競争入札の参加者は、相模原市契約規則(平成４年相模原市規則第９号)第

３条の３第１項に規定する競争入札参加資格者名簿に登載された者とする。ただ

し、相模原市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱(平成８年４月１日施行)第

２条第１項に基づく指名停止の措置期間中の業者は、参加資格がないものとする。 



 

２ 工事については、相模原市競争入札参加資格認定に係る主観的事項評価要綱(平

成１９年４月１日施行)第４条に規定する主観的事項として定める発注標準金額

に対応する等級に格付けされた者とする。 

３ 一括発注の場合で、前項を適用する場合には、主たる工事を設計内訳より選び、

格付等級は予定価格総額に基づき決定するものとする。 

４ 別表２に掲げる要件を満たす工事については、共同企業体についても参加でき

るものとする。 

(指名競争入札参加者数) 

第６条 指名競争入札の場合には、原則として３者以上の入札参加者数により入札

を行うものとする。 

２ 工事及び設計・測量については、原則として別表３に定める入札参加者数によ

り入札を行うものとする。ただし、工事等の種類、特殊性等から別表２の区分に

よりがたい場合は、この限りでない。 

(入札参加候補者の報告) 

第７条 法人等は、入札の参加候補者を入札参加候補者報告書(第１号様式)に記入

し、入札実施前に市長に提出するものとする。 

(入札立会者) 

第８条 入札には次の者が立ち会うものとする。 

入札実施者 入札立会者 人数 

社会福祉法人等 監事 

理事(理事長を除く。) 

評議員 

１名以上 

２名以上 

２名以上 

法人設立準備委員

会等 

監事就任予定者 

理事(理事長を除く。)就任予定者 

評議員就任予定者 

１名以上 

２名以上 

２名以上 

２ 次に掲げる者は、入札立会者から除くものとする。 

（１）入札参加者と親族関係又は利害関係にある者 

（２）入札執行者又は入札執行補助者と親族関係又は利害関係にある者 

３ 整備主体が株式会社である場合は、原則として、第１項中の「監事」を「監査

役」に、「理事」を「取締役」に、「理事長」を「代表取締役」に、それぞれ読み

替えるものとする。 



 

(入札結果報告等) 

第９条 法人等は、入札後、入札の結果及び契約内容を理事会等に報告するものと

する。 

２ 法人等は、入札後、入札執行者及び前条に規定する入札立会者全員の氏名等を

記載した入札結果報告書(第２号様式)を、速やかに市長に提出するものとする。 

３ 法人等は、随意契約後、執行者が自署した随意契約結果報告書(第３号様式)を、

速やかに市長に提出するものとする。 

４ 法人等は、第２項及び前項の報告書の写しを速やかに公表し、公表開始日の属

する年度の翌年度の末日まで、一般の閲覧に供するものとする。 

(一括下請負契約の禁止) 

第１０条 法人等は、当該工事等の契約について、一括下請負契約の禁止を当該契

約書中に定めるものとする。 

(公表事項等) 

第１１条 市長は、次に掲げる事項を公表するものとする。 

（１）施設整備に係る法人等の名称、代表者の氏名、事務所所在地、連絡先電話番

号、施設名称、施設種別、定員、施設整備箇所、工事区分、内示状況 

（２）第９条第２項に規定する入札結果報告書の写し 

（３）第９条第３項に規定する随意契約結果報告書の写し 

２ 前項第２号及び第３号に掲げる事項の公表開始時期は、報告書を受理してから

速やかに行うものとし、前項第１号に掲げる事項の公表開始時期については、次

のとおり取り扱うものとする。 

（１）国庫補助事業の対象となる施設整備については、第１条に規定する助成に係

る事務を行う課において実施する選考委員会等による審査が終了したのち、国

庫補助協議施設名簿(第４号様式)により速やかに公表するものとする。 

（２）前号以外のものについては、相模原市補助金等に係る予算の執行に関する規

則(昭和４５年相模原市規則第２３号)第５条第２項に規定する交付の決定の通

知をしたのち、速やかに公表するものとする。 

(公表方法) 

第１２条 前条に掲げる公表事項は、第１条に規定する助成に係る事務を行う課に

おいて一般の閲覧に供する。 

２ 閲覧に供する時間は、平日の午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午



 

後５時１５分までとする。 

(公表期間) 

第１３条 公表期間は、公表開始日の属する年度の翌年度の末日までとする。 

(委任) 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要綱は､平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 社会福祉法人等が行う社会福祉施設施設整備等の契約に関する指導実施要綱

(平成１５年４月１日施行)は、廃止する。 

３ 社会福祉法人等が行う社会福祉施設施設整備等の契約に関する指導実施要綱

(平成１５年５月１６日施行)は、廃止する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

別表１(第３条関係) 

区分 上限額 

会計監査を受けない法人等 １，０００万円 

会計監査を受ける法人等 

※会計監査人設置法人及び会計監査人を設置

せずに公認会計士又は監査法人による会計

監査を受ける法人等 

法人等の実態に応じて、下記金

額を上限に設定 

（上限額） 

・建築工事：２億円 

・建築技術・サービス：２億円 

・物品等３，０００万円 

 

別表２(第５条関係) 

工事区分 予定価格総額 

建築工事 ５億円以上 

電気工事 １億円以上 

管工事 １億円以上 

 

別表３(第６条関係) 

予定価格 入札参加者数 

６,０００万円以上 １１者以上 

３,０００万円以上６,０００万円未満 ９者以上 

１,０００万円以上３,０００万円未満 ８者以上 

１,０００万円未満 ７者以上 

 


